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１１．亀山市地球温暖化防止対策実行計画【区域施策編】 

 

（１）計画の概要 

近年、世界規模で問題視されてきた「地球温暖化」の防止を推進するために、京都議

定書第１約束期間に合わせて、市域の自然的・社会的条件を踏まえ、市民・コミュニテ

ィ組織・事業者・市が一体となって取り組む「亀山市地球温暖化防止対策地域推進計画」

を平成２０年度に策定し、市内から排出される二酸化炭素を削減する活動を行ってきま

した。 

前計画の取り組み期間中に、京都議定書に続く新たな枠組みの検討や、東日本大震災

によるエネルギー事情の変遷など、地球温暖化を取り巻く状況も大きく変わってきまし

た。 

そこで、前計画の期間中に取り組んだ施策の成果と課題を踏まえつつ、今後の地球温

暖化防止対策を具体化し実践するために、亀山市地球温暖化防止対策実行計画【区域施

策編】（以下「実行計画」といいます。）を策定し運用しています。 

 

（２）実行計画の基本的事項 

  ◆基準年度  平成２０年度（２００８年度） 

  ◆活動期間  平成２６年度（２０１４年度）～令和２年度（２０２０年度） 

  ◆実行計画の対象 市域全体 

  ◆実行計画が対象とする主体の範囲 市民・コミュニティ組織・事業者・市 

                    ⇒すべての主体が積極的な関与 

  ◆対象とする温室効果ガス 二酸化炭素（ＣＯ２） 

                ⇒私たちの生活に最も密接に関連し、最も排出量の 

                 多い温室効果ガス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※亀山市地球温暖化防止対策実行計画【区域施策編】より抜粋 

 

表１１－１ 亀山市の温室効果ガス（ＣＯ２）排出量の現状と将来予測(単位：千ｔ－ＣＯ２） 
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（３）対策・施策体系図 

 

 

 

　１　二酸化炭素排出抑制

I　市民：省エネ行動 省エネ行動定着の仕組みをつくります

省エネ行動促進の支援を行います

市民参加の取り組みを企画し実施します

省エネ行動取り組みの情報提供をします

Ⅱ　市民：省資源活動 リフューズ（Refuse） でごみを減量します

リデュース（Reduce） でごみを減量します

リユース（Reuse）でごみを減量します

リサイクル（Recycle）でごみを減量します

省資源活動の支援、情報提供を行います

Ⅲ　事業者：省エネ行動 省エネ行動の取り組みを支援します

　　 省資源活動 省エネ行動の取り組みの情報提供をします

Ⅳ　公共交通機関等 JRの利用を推進します

　　 の利用 バスの効率的・効果的な運行を行います

クリーンエネルギー自動車が利用しやすいインフラを

整備します

自動車等の使用を抑制します

　２　新エネルギー・再生可能エネ 太陽光発電の導入を促進します

　　　ルギーの導入 地域資源として存在する再生可能エネルギーに関して

調査・研究し、利用に向けて検討します

クリーンエネルギー自動車の普及率を高めます

新エネルギー・再生可能エネルギーの情報提供及び

支援を行います

　３　森林整備・緑化の推進 亀山市森林整備計画に基づき、森林整備を計画的に

　　　　（吸収源対策） 推進します

緑あふれる美しいまちづくりを推進します

　４　環境教育の推進 講座や講演会等の開催により、誰もが環境や温暖化

防止について学べる機会を提供します

身近な自然を活用した体験学習や自然観察会などを

促進します

環境に関する学習、啓発、奉仕体験活動を実施します

地球規模の環境問題に対する情報提供に努め、地球

環境の悪化を防止する意識の向上を図ります

対    策     施   策 
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   （４）削減行動目標値 

各削減行動に対する目標値と二酸化炭素削減見込み量は、表１１－２のとおりです。 

 

表１１－２ 削減行動目標値 

単位

千t-

CO2

削減行動目標

値(R2年度)

産業部門：1%

民生業務：0.14%

2 % 56 - 71

3 % 97.5 - 100

4 % 34 - 76

太陽熱温水器導入率 % 5.8 - 12.7

太陽光発電導入率 % 6.7 - 17.5

コージェネレーション導入率 % 1 - 7.2

ヒートポンプ式給湯器導入率 % 7.9 - 13.6

潜熱回収型給湯器導入率 % 1 - 5.5

クリーンエネルギー自動車導入率 % 25.2 - 53.4

乗用車13%

貨物車6%

7 千t/年 17.8 17.8 16.8以下

8 ha/年 150 165.4 282

5

市

民

：

新

エ

ネ

ル

ギ

ー

導

入

に

よ

る

削

減

6 国施策による自動車燃費改善による削減 % -

1 事業者：国及び県の施工実施による削減 % - -

市民：省エネ行動による削減実施率

2,011 - 1,755

各削減項目に基づく目標値

№ 項目 単位 現状値

成果指標名 現状値
実績値

(R2)
目標値

二酸化炭素総排出量(基準年H20年度)

ごみ処理量減量(発生量)

間伐面積(森林吸収)

市民:省エネ機器買換えによる削減買換え率

市民：省資源活動による削減実施率

-

 

 

 検証方法 

  実績値の把握 ・・・それぞれの削減行動の実績値を把握します。 
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（５）温室効果ガス（ＣＯ２）排出量の目標値 

   平成２０年度の二酸化炭素排出量推計値２，０１１千ｔ－ＣＯ２から、２５６千ｔ

－ＣＯ２（１２．７％）削減した１，７５５千ｔ－ＣＯ２を目標として、さまざまな温

暖化防止対策に取り組みます。排出量の目標値は図１１－１のとおりです。 

 

 

 

図１１－１ 亀山市の温室効果ガス（ＣＯ２）排出量の目標値 （単位：千ｔ－ＣＯ２） 

 

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

平成20年度

（2008年）

（基準年）

平成32年度

（2020年）

（将来推計値）

平成32年度

（2020年）

（削減後予測値）

基準年度

排出量

2,011

削減量 169

削減後

排出量

1,755

将来推計減量 87

排出量

2,011
排出量

1,755

排出量

1,924

単位：千ｔ-ＣＯ2

平成２０年度

２００８年度

（基準年） （将来推計値） （予測値）

排出量 千ｔ－ＣＯ２ 2,011 1,924 1,755

増加量（対平成２０年度） 千ｔ－ＣＯ２ － -87 -256

比率（対平成２０年度） ％ － 96％ 87％

削減量（対平成２０年度） 千ｔ－ＣＯ２ 256

削減率（対平成２０年度） ％ 12.7％

削減量（対平成３２年度推計値） 千ｔ－ＣＯ２ － － 169

削減率（対平成３２年度推計値） ％ － － 8.8％

平成３２年度

２０２０年度項目 単位

令和２年度 

（2020 年） 

（将来推計値） 

令和２年度 

（2020 年） 

（削減後予測値） 

 令和２年度 

 

 （対令和 2年度推計値） 

（対令和 2年度推計値） 


